
 
東海北陸地方年金記録訂正審議会第１部会（第５６回）議事要旨 

 
 
１．日 時  令和元年７月１日（月） １３時２８分から１５時２０分まで 
 
２．場 所  名古屋合同庁舎第１号館１１階 共用小会議室 
  
３．出席者  小川部会長、佐藤委員、浅岡委員、久野委員 
 
４．議 題   
（１）処分案等の審議 

 
５．会議経過 
（１）処分案等の審議（厚生年金保険 ２件） 

厚生年金保険事案２件について、部会として１件は年金記録を訂正する必

要があると決定し、残りの１件は年金記録を訂正する必要はないと決定し

た。 



 
東海北陸地方年金記録訂正審議会第４部会（第５５回）議事要旨 

 
 
１．日 時  令和元年７月３日（水） １３時２５分から１６時２１分まで 
 
２．場 所  名古屋合同庁舎第１号館１１階 共用小会議室 
 
３．出席者  山田部会長、小寺委員、奥村委員、松井委員 
 
４．議 題   
（１）処分案等の審議 

 （２）諮問案件の審議 
 
５．会議経過 
 （１）処分案等の審議（国民年金 １件） 

国民年金事案１件について、部会として年金記録を訂正する必要はないと決

定した。 
 （２）諮問案件の審議（国民年金 １件） 
    諮問案件に係る審議を行った。 

諮問案件に係る審議に当たっては、被保険者が保険料を納付しているかなど

に関して審議を行い、さらに調査すべき点があるかなどについて、議論が行わ

れた。 



 
東海北陸地方年金記録訂正審議会第２部会（第５６回）議事要旨 

 
 
１．日 時  令和元年７月４日（木） １５時０９分から１６時１６分まで 
 
２．場 所  名古屋合同庁舎第１号館１１階 共用小会議室 
 
３．出席者  蜂須賀部会長、大滝委員、岩田委員、長瀨委員 
               
４．議 題   
（１）処分案等の審議 

 
５．会議経過 
（１）処分案等の審議（厚生年金保険 ２件） 

厚生年金保険事案２件について、部会として年金記録を訂正する必要があ

ると決定した。 
 



 
東海北陸地方年金記録訂正審議会第３部会（第５６回）議事要旨 

 
 
１．日 時  令和元年７月５日（金） １３時２１分から１４時０１分まで 
 
２．場 所  名古屋合同庁舎第１号館１１階 共用小会議室 
 
３．出席者  村瀬部会長、木村委員、小掠委員、小林委員 
 
４．議 題   
（１）処分案等の審議 

 
５．会議経過 
（１）処分案等の審議（厚生年金保険 １件） 

厚生年金保険事案１件について、部会として年金記録を訂正する必要はない

と決定した。 
 



 
東海北陸地方年金記録訂正審議会第１部会（第５７回）議事要旨 

 
 
１．日 時  令和元年７月２２日（月） １３時２８分から１５時００分まで 
 
２．場 所  名古屋合同庁舎第１号館８階 会議室 
  
３．出席者  小川部会長、佐藤委員、浅岡委員 
 
４．議 題   
（１）処分案等の審議 

 
５．会議経過 
（１）処分案等の審議（厚生年金保険 ２件） 

厚生年金保険事案２件について、部会として１件は年金記録を訂正する必

要があると決定し、残りの１件は年金記録を訂正する必要はないと決定し

た。 



 
東海北陸地方年金記録訂正審議会第３部会（第５７回）議事要旨 

 
 
１．日 時  令和元年７月２３日（火） １３時２８分から１４時３１分まで 
 
２．場 所  名古屋合同庁舎第１号館８階 年金審査課内会議室 
 
３．出席者  村瀬部会長、木村委員、小掠委員、小林委員 
 
４．議 題   
（１）処分案等の審議 

 
５．会議経過 
（１）処分案等の審議（脱退手当金 １件） 

脱退手当金事案１件について、部会として年金記録を訂正する必要はないと

決定した。 
 



 
東海北陸地方年金記録訂正審議会第２部会（第５７回）議事要旨 

 
 
１．日 時  令和元年７月２６日（金） １３時２６分から１３時５１分まで 
 
２．場 所  名古屋合同庁舎第１号館８階 年金審査課内会議室 
 
３．出席者  蜂須賀部会長、大滝委員、岩田委員、長瀨委員 
               
４．議 題   
（１）処分案等の審議 

 
５．会議経過 
（１）処分案等の審議（厚生年金保険 １件） 

厚生年金保険事案１件について、部会として年金記録を訂正する必要があ

ると決定した。 
 



 
東海北陸地方年金記録訂正審議会第４部会（第５６回）議事要旨 

 
 
１．日 時  令和元年７月２９日（月） １４時３４分から１７時１８分まで 
               
２．場 所  名古屋合同庁舎第１号館８階 会議室 
 
３．出席者  山田部会長、小寺委員、奥村委員、松井委員 
 
４．議 題   
（１）口頭意見陳述 

 （２）処分案等の審議 
 
５．会議経過 
 （１）口頭意見陳述（国民年金 １件） 

口頭意見陳述に当たっては、請求者又はその家族その他の関係人に対し事実

確認を行い、請求内容等の合理性を説明できるか確認が行われた。 
 （２）処分案等の審議（国民年金 １件） 

国民年金事案１件について、部会として年金記録を訂正する必要はないと決

定した。 
 


